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自動通話録音機を
無料で貸し出します

児童一人に５万円
給付金を支給します

　振り込め詐欺などの特殊詐欺の被害や電話勧誘によるト
ラブルを防止するため、自動通話録音機を貸し出します。
同録音機は電話着信時、会話内容を自動録音する旨を伝え
るメッセージが流れるため、詐欺防止につながります。

対象＝市内在住の高齢者（４年３月 31 日時点で 70 歳以上
の人）で、高齢者のみの世帯か日中高齢者のみとなる世帯
の人（２年度利用者除く）▷定員＝ 100 人程度▷申し込み

＝市役所２階の生活相談課や各行政セ
ンターなどに備え付けの申請書（市
ホームページからダウンロード可）
に必要事項を書き、６月１日㈫～
30 日㈬（必着）に郵送かファクス、
メールで〒 666-8501・生活相談課へ

「警戒レベル４までに避難行動を」―  風水害の警戒レベルと避難情報

避難に備えてハザードマップなどで自らの
避難行動を確認してください。
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緊急安全確保
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人的被害の危険性が非常に高い段階です。
全員直ちに避難行動を取ってください。避
難所への移動が危険な場合は、近所や自宅
内のより安全な場所に避難してください。

安全な避難ができず、命が危険な状況です。
命を守る最善の行動を取ってください。

高齢者や障がい者など避難に時間を要する
人とその支援者は避難してください。他の
住民は避難の準備をしてください。

最新の気象情報に注意。

取るべき行動

（気象庁が発表）

（気象庁が発表）

大雨や台風による冠水・土砂災害への警戒が必要な時期となりました。災害に直面してから考えるの
ではなく、事前にマイ避難カードなどで避難方法を確認しておくことが大切です。

事前確認が肝心
風水害への備え
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　市内で発令された警報や、避難情報の他、気象情報などをメー
ルやアプリで通知します。メール（かわにし安心ネット）の登
録希望者は kawanishi@bosai.net に空メールを送信するか、
http://bosai.net/kawanishi（上の２次元コードからアクセス可）
へアクセスを、アプリ（ひょうご防災ネット）の利用希望者は「App 
Store」や「Google Play」で「ひょうご防災」を検索してください。

災害情報を
メールで通知

携帯電話のメールや
アプリを活用

避難場所の事前確認

災害情報を素早く取得できます

自宅や知人宅も避難の選択肢です

川西市に
避難指示発令

大雨警報

次の①～③のいずれかに該当する子ど
もがいるひとり親が対象。①３年４月

分の児童扶養手当を受給した人（申請は不要）②公的年金
を受給していることで３年４月分の児童扶養手当を受給し
ていない、収入が同手当の収入基準額未満の人③新型コロ
ナウイルス感染症の影響で家計が急変するなど、児童扶養
手当の収入基準額未満の水準となった人。申請期限は４年
２月 28 日㈪。必要書類など詳しくはこども支援課へ。

平成 15 年４月２日以降に生まれた子
どもや、特別児童扶養手当の対象の障

がい児（申請日時点で 20 歳未満）がいる３年度非課税世
帯が対象です（ひとり親世帯を除く）。新型コロナウイル
ス感染症の影響で家計が急変するなどし、非課税相当とな
る見込みの世帯も含みます。申請期限は４年２月 28 日㈪。
所得制限や支給予定日、申請手続きなどについては、詳細
が決まり次第、市ホームページなどに掲載します。

問い合わせ　危機管理課　 072（740）1145

問い合わせ　生活相談課　 072（740）1333
Fax 072（740）1168・ kawa0179@city.kawanishi.lg.jp

問い合わせ　こども支援課　 072（740）1179

高齢者への特殊詐欺被害を防止

ひとり親世帯とその他の低所得の子育て世帯が対象
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マ イ 避 難 カ ー ド （作成イメージ）

いつ？

どこに？

名前

どのように？

確 認！ 判断材料の入手
（何が危険？大雨や台風の時に何を確認？）逃

げ
時 （何がどうなったら？）

避
難

先
（どこに？どのルートで？）

避難する方法
（だれと？歩いて？車で？）

（その他 メモ）

昼（明るい時）

夜（暗 い 時）

昼（明るい時）
夜（暗 い 時）

災害の種類

防災行政無線、ひょうご防災ネットアプリ、テレビ「避難指示」の発令時

〇〇公民館
近くの親戚の家の３階
１人で歩いて
家族と車で自宅がハザードマップの洪水浸水想定区域内にある

洪水

川西　太郎

ひとり親世帯

　長期化するコロナ禍におけるひとり親世帯とその他の低
所得の子育て世帯の生活支援を行うため、児童一人当たり
５万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

低所得世帯

在宅避難

自宅はハザードマップ（右の２次元コードから
アクセス可）で土砂災害警戒区域や浸水想定区
域など危険な区域にありますか？

安全が確保されている場合は自宅
にとどまってください。ただし、
少しでも危険と感じたら市が指定
した避難所へ避難してください。

自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者専用
の避難所を準備しています。災害時に避難が必要

な時は市災害対策本部 072（740）1111 まで連絡してください。

感染症対策

いいえはい

避難所へ避難
安全な親戚宅や

知人宅へ避難
安全な旅館や

ホテルへ避難

※写真はイメージです


